
（５）今後の委員会の開催
について

0

資料5



【今後の実施内容】

• 山鳥坂ダム建設事業については、引き続きモニタリン
グ、環境保全措置の実施状況等について報告を行い、
指導・助言を受ける。

• 鹿野川ダム改造事業の環境対策については、今回の
報告を持って終了とする。

• その他必要が生じた場合は、委員長及び担当分野の
委員と相談し、委員会を開催する。

【規約の変更】

• 委員会名称を「山鳥坂ダム環境モニタリング委員会」
とし、規約を変更する。
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